
■全般に関する留意事項

・有期雇用の場合、更新のある方については、その都度、就労証明書を提出していただきます。

■証明書を発行する事業者に関する項目（証明書右上欄）

事業所名　

担当者名／
記載者連絡先

■就労状態等に関する項目
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本人就労先
事業所

就労時間
（固定就労の
場合）

就労時間
（変則就労の
場合）

就労証明書を作成いただく事業主様へ　

・本様式については、角田市から配布されたもの、もしくは、角田市ホームページからダウンロードしたものを使用してくださ
い。（古い様式では受理できませんので、ご注意ください。）記載要領を掲載しておりますので、ご確認の上、記入をお願いい
たします。下欄に質問の多い項目の記載要領を掲載しています。

・訂正が必要な場合には、訂正箇所を二重線で抹消の上、余白部分または備考欄に正しい内容を記載してください。（訂正
印は必要ありません）

・証明についての押印は必要ありません。なお、押印いただいた場合でも証明書の受理に支障はありません。

　就労証明書は、放課後児童クラブや保育施設等の利用申し込みの際、市に提出する書類です。保育の必要性を

確認する資料となるため、事業所の担当者が事実の通りにご記入ください。必要に応じ、内容について問い合わせ

することがありますので、ご協力をお願いいたします。

就労証明書記載要領（抜粋）

○右上欄に記載の事業所名（証明書発行事業所名）と異なる場合は本人が実際に働いている事業所の名称を記載してく
ださい。
○右上欄に記載の所在地（証明書発行事業所住所）と異なる場合は本人が実際に働いている勤務先の住所を記載してく
ださい。
　※実際に働いている就労場所が複数存在する場合は、主たる就労先の住所を記載するようにしてください。
　※就労場所が存在しない場合には、自宅等就労時に本人が主として存在している場所を記載するようにしてください。

○証明書を発行する事業者の名称（法人名）を記載してください。
　※証明書の発行に責任を持つ企業・組織・団体名等を記載してください。
　※個人事業主の場合は事業者の名称を記載してください。

○証明書の内容について、自治体からの事務的な連絡を受ける場合の担当者名/電話番号を記載してください。

○「月・火・水・木・金・土・日・祝日」のうち、通常の就労日について該当する項目にチェック（レ点記入）してください。［複数
選択可］
○就労の合計時間（月間）についてを記載してください。
　※雇用契約に基づく就労時間であり、実際に就労した時間（実績）ではありません。育児短時間勤務制度を利用している
　場合でも、制度利用前の就労時間数を記載してください。
　※雇用契約上、週当たりの就労時間が定められている場合、４（週）を乗じた時間を記載してください。
　※雇用契約上、年当たりの就労時間が定められている場合、12（月）で除した時間を記載してください。
　※雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください。
　※休憩時間（就業規則等で定められている休憩に限る。）は含めてください。また、就業規則等で定められている休憩時
　間の月間の合計時間数についても記載してください。
○一月当たり、一週当たりの就労日数について記載してください。
　※雇用契約に基づく就労日数であり、実際に就労した日数（実績）ではありません。
　※雇用契約上、月当たりの就労日数が定められている場合、週当たりの就労日数欄には、４（週）で除した日数を記載し
　てください。
　※雇用契約上、週当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には、４（週）を乗じた日数を記載し
　てください。
　※雇用契約上、年当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には12（月）で除した日数、週当たり
　の就労日数欄には48（週）で除した日数を記載してください。
○就労時間帯は、「24時間表記」で記載してください。
　※夜間勤務など日をまたぐ場合には、０時～29時の幅（例えば22時から翌朝５時まで就労する場合は「22時00分～29時
　00分」）で記載してください。
○平日、土曜、日祝毎に就労時間時間帯を記載してください。
　※休憩時間（就業規則等で定められている休憩に限る。）は含め、当該時間帯における就業規則等で定められている休
　憩時間数（分）についても記載してください。
　※平日、土曜、日祝のいずれか就労がない場合は空欄で結構です。

○日々の就労時間が定められていない就労者について、雇用契約に基づく就労時間を記載してください。
○月間又は週間の就労時間（合計）についてを記載してください。
　※雇用契約に基づく就労時間であり、実際に就労した時間（実績）ではありません。育児短時間勤務制度を利用している
　場合でも、制度利用前の就業規則上の就労時間数を記載してください。
　※雇用契約上、１日当たりの就労時間が定められている場合、５（日）を乗じて、「週間」の就労時間を記載してください。
　※週間の労働時間を記載いただいた場合、当該時間に４を乗した時間数を月の就労時間とみなします。
　※雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください。
　※休憩時間（就業規則等で定められている休憩に限る。）は含めてください。また、就業規則等で定められている休憩時
　間の月間又は週間の合計時間数についても記載してください。
○一月当たり又は一週当たりの就労日数について記載してください。
　※雇用契約に基づく就労日数であり、実際に就労した日数（実績）ではありません。
　※雇用契約上、年当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には12（月）で除した日数、週当たり
　の就労日数欄には48（週）で除した日数を記載してください。
○就労時間帯は、「24時間表記」で記載してください。
　※夜間勤務など日をまたぐ場合には、０時～29時の幅（例えば22時から翌朝５時まで就労する場合は「22時00分～29時
　00分」）で記載してください。
○主な就労時間帯・シフト時間帯について、最も可能性の高い（勤務回数の多い）時間帯を記載してください。
　※雇用契約上、コアタイム等の定めがない場合も、想定される最も標準的な時間帯を記載するようにしてください。
　※シフト勤務の場合は、市区町村による保育の必要性認定に必要となる場合のみ、シフト表の追加提出等を求める場合
　がありますので御承知おきください。
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№7

就労実績
※日数に有
給休暇を含み
時間数に休
憩・残業時間
を含む

№9

育児休業の
取得
※取得予定を
含む

№
12

育児のため
の短時間勤
務制度利用
有無
※取得予定を
含む

■新たに追加された項目

№
14

（雇用契約の）
満了後の更新
の有無	

№
15

入所が内定し
た場合の育児
休業の短縮可
否

№
16

育休延長可
否

№
17

単身赴任期
間（予定含
む）

№
18

備考欄

○育児のための短時間勤務制度の利用により、就業規則上の通常の就労時間（No.６に記載の時間）より短い就労時間
（就業規則上の特則等いわゆる時短勤務）とする予定である又はしている場合について、「□取得予定」か「□取得中」かに
チェック（レ点記入）してください。
○当該短時間勤務制度の利用（予定）期間及び当該短時間勤務制度利用時の主な就労時間帯（勤務体制変更後の就労
時間帯）について記載してください。
　※No.６には短時間勤務制度利用前の就労時間帯、No.12には短時間勤務制度利用後の就労時間帯を記載してくださ
　い。

○育児休業の取得について「□取得予定」か「□取得中」か「□取得済み」にチェック（レ点記入）してください。
　※法令上の育児休業に限らず法人独自の就業規則等に基づいた休業も含みます。
　※終期が確定していない場合でも終了予定日を記載するようにしてください。
　※取得済みの場合は取得実績を記載してください。
　※複数該当する場合は、証明日の状況に一番近いものを記載し、その他は備考欄に記載してください（例：取得予定又は
　取得中で、過去に取得した実績もある場合は、取得予定又は取得中の育児休業についてNo.９欄に記載し、過去取得分
　を備考欄に記載する。）。

○直近３か月の１か月当たりの就労日数、就労時間数について記載してください。なお、育児休業等により直近３ヶ月にお
いて１月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得前の（産休・育休等取得月を除いた）就労実績を記載してください。
新規採用等で就労実績がない場合は今後の就労見込みを記載してください。
　※新しい年・月から記載してください（例：○○年６月、○○年５月、○○年４月）。
　※有給休暇の取得日は就労日数に含めてください。
　※残業時間は就労時間数に含めてください。
　※休憩時間（就業規則等で定められている休憩時間に限る。）は就労時間数に含めてください。
　※育児短時間勤務制度等を利用している場合は、それらの制度利用の上での勤務実績（実際に当該月に勤務した実績）
　を記載してください。

○雇用期間について「□有期」をチェックした場合は契約満了後の更新の有無について「□有」「□有（予定）」「□無」「□未
定」のいずれかにチェックしてください。

○育児休業の終了予定日よりも前の日時での保育所等の入所が内定した場合、育児休業を短縮し、入所内定日から復職
することについて、「□可」「□可（予定）」「□否」にチェックしてください。

〇育児休業の延長について「□可」「□可（予定）」「□否」にチェックしてください。

〇単身赴任について期間を記載してください。
　※終期が未定の場合は終期欄は空欄で構いません。

○No.６に記載の就労時間帯につき、出退勤時間の特例（就業規則上の就労時間帯の15分前に出勤しなければならない
等）等、記載時間帯を超えて拘束時間が生じている場合には、その旨、この欄に記載してください。
○No.９の育児休業及びNo.10の産休・育休以外の休業の取得実績等について追加記載が必要な場合は、この欄に記載し
てください。
○その他特記事項があれば、この欄に記載してください。


